
令和 8年 1月号

スリツプ     ノ 広
報

《特に高層住宅が多い場所》
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令和7年11月の将監管内の事件,事故取扱状況

☆物損事故→14件

☆人身事故→日件
☆窃盗事件→口件



自転車の違反に青切符
～令和8年4月

'日

施行、取締ι

令和日年4月 1日から自輻車等に対する
=通
反HIJ通告制度

(『青切待」による取締り)が適用されます。
※交通反HIJ通告制度とはH運転者がした一定の交通違反に
ついて青切待が贅付され、反HIJ■を納付した場合は、刑事罰
に科されない制度です.

【主な違反に対する反則金額】
○ 携帯電話使用等 (保持)12,000円
○ 一時不停止
○ 遮断踏切立入 り
○ 無灯火

5,000円
7,000円
5,000円
67000円
3,000円
6,000円
3,000円
5,000円

○ 信号無視 (赤色等)
○ 並進
○ 右側通行
○ 二人乗 り
○ 制動装置不良
※ 一例を記載して―います


